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学校再開後における「新型コロナウィルス」感染拡大防止に向けた対応について

日頃から美里町の小・中学校の教育にご理解ご協力をいただき大変ありがとうございます。
さて、新型コロナウィルスの感染拡大が大変心配されている中で県の方針に基づいて学校

を再開しました。
いよいよ本日から令和２年度の１学期が開始となり、始業式や就任式、そして入学式と立

て続けに学校行事の計画があります。しかし、登下校や授業、中学校の部活動など、通常の
形ではできないことがたくさんあります。学校においては、児童生徒、教職員一体となって
下記のとおり考えられるあらゆる対策に取り組んでいきます。
家庭におかれましても、「新型コロナウィルス」の感染拡大を防ぐ観点から、できる限り

の対策を立てて、下記の内容を参考に取り組んでほしいと考えています。
児童生徒が安心・安全に学校生活を送れますようご理解ご協力をお願いします。

１ 登校について
①登校前には各家庭で確実に検温するとともに、風邪などの症状の確認をしてください。
②発熱などの症状がある場合は、自宅等で休養させるとともに、症状に応じて、早めに
医療機関での診察を行ってください。

③スクールバス登校等の児童生徒は、マスク着用のうえ、車内ではできるだけ座席を離
れて座り、間近での会話はしないようにしてください。

２ 学校生活について
① 座席をできるだけ離し、間近での会話や発声を行う学習は避けるようにします。
② 休み時間ごとに十分な換気を行います。
③ 休み時間に児童生徒が３つの密にならないように呼びかけます。
④ 授業においては、集団で密集したり、接触したりする学習ができるだけないように
工夫します。

⑤ 手洗い時間を設定し、徹底した予防対策を行います。
⑥ 体育館における活動では、定期的に窓を開けるなど換気の徹底を行います。

３ 給食について
① 給食は前向き給食としグループでの給食を控えます。また、給食室への食缶返却時
に児童生徒が滞留しないよう時間差をつけます。

４ 中学校の部活動について
① 部活動は県の方針を受けて、実施内容や方法を工夫して実施します。

５ マスクについて
① マスクは各家庭で準備をお願いします。しかし、入手が困難な場合も考慮して、教
育委員会では学習支援員さんの協力を得て手作りマスクを２００枚作りました。この
マスクはどうしても手に入らない児童生徒用のマスクにする予定ですので、学校にご
相談ください。なお、簡単に手作りできる作り方を「裏面」で紹介しておりますので、
参考にしてください。

６ 今後の状況について
国や県の状況は日ごとに変化しています。そういった状況を踏まえて今後のことを

考えていきます。場合によっては、再度臨時休校になることをご理解ください。

学校の再開に当たっては、新型コロナウィルス感染を徹底的に予防するため、また、児童
生徒の感染リスクを低減させるため３つの密（換気の悪い密閉空間、多くの人が密集、近距
離での会話や発声〈密閉・・むんむん 密集・・ぎゅうぎゅう 密接・・がやがや〉）を避
ける予防対策について最大限の努力をします。
収束するまで長期間になると思いますが、関係者全員で児童生徒の安心・安全を守るため

に保護者の皆様にはご理解、ご協力を今後ともよろしくお願いします。なお、心配なことが
ありましたら、遠慮なく教育委員会や学校へご相談ください。

連絡先 美里町教育委員会
TEL ４６－２１１５
FAX ４６－２１６０



(出典)徳島県教育委員会ホームページ
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/5035843/


